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K-12 皮膚欠損用創傷被覆材（皮膚欠損創、外傷性皮膚潰瘍） 

 

《令和 3 年 9 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、皮膚欠損創、外傷性皮膚潰瘍に対する皮膚欠損用創傷被覆

材の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 皮膚欠損創、外傷性皮膚潰瘍に対する皮膚欠損用創傷被覆材を用いるこ

とは妥当。 

 


